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 平成１７年６月２９日開催の第１０５回定時株主総会において、１単元の株式の数の変更に関

し、下記のとおり決議いたしましたので公告いたします。 

記 

 平成１８年１月１日（日曜日）付をもって、定款を変更し１単元の株式の数を１,０００株から

１００株に変更いたします。 

以上 

（ご参考） 

１．上記変更に伴い、平成１８年１月１日（日曜日）[ただし、当日および翌日ならびに翌々日は

各証券取引所の休業日につき、実質上は平成１８年１月４日（水曜日）]付をもって、東京証

券取引所および大阪証券取引所ならびに名古屋証券取引所における売買単位も１,０００株

から１００株に変更されます。 

２．平成１７年１２月３１日（土曜日）[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上

は平成１７年１２月３０日（金曜日）]現在で、登録単元未満株式を１００株以上ご所有の株

主各位につきましては、その登録単元未満株式のうち１００株の整数倍の株式は１００株券

にて株券を交付いたします。 

３．５００株券、１,０００株券、１０,０００株券および１００,０００株券をご所有の株主各位

につきましては、１００株単位の売買取引に通常はそのままお使いいただけませんので、下

記名義書換代理人において平成１８年１月４日以降、１００株券にお引換いただくか、株券

保管振替制度をご利用ください。 

   なお、既にご所有の株券について株券保管振替制度をご利用の場合には一切の手続きは不

要ですので、念のため申し添えます。 
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